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非開示理由等 所管局部課等

１　過日、貴部局に別紙「東
京都コンプライアンス基本方
針」適正運用「確認要求書」
を渡しその“証拠”の提出を
求め、貴部局が承認の上、収
受した。
（１）貴部局長等が当該「確
認要求書」を確認した”事実
“を証明する”証拠“となる
文書等
（２）上記貴部局局長等が当
該「確認要求書」を確認し
た”事実“が証明できない場
合「東京都コンプライアンス
基本方針」及び都職員規定・
規則等より、その正当性を証
明する”証拠“文書等は何
か？
２　当該「確認要求書」は○
○高校改修工事に伴なう不具
合発生による工事遅延に起因
する増額工事約○億円の「公
金支出の不明」が保護者の指
摘により発覚した事案です。
（１）貴部局長等が当該”事
実“を認知していない証明と
なる全ての”証拠“となる公
文書とは何か？
（２）貴部局で当該事実によ
る約○億円の増額の”事実
“を否定する証明となる

R2.4.15R2.4.2 1
請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在

しない。

生活文化局広
報広聴部情報

公開課

決定区分 （根拠規定）条例7条

1



令和2年度　公文書開示状況（4月決定分）　生活文化局

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号
2
号
3
号
4
号
5
号
6
号
7
号
8
号
9
号

非開示理由等 所管局部課等

決定区分 （根拠規定）条例7条

全ての”証拠“資料等の公文
書とは何か？
（３）万一、当方らの当該事
案の約○億円の増額の”事実
“を否定しない場合、その”
事実“を証明する”証拠“文
書等の全ての公文書とは何
か？
（４）当該事案の“　実”を
証明する全ての”証拠“文書
等の公文書とは何か？
３（１）貴部局において局長
等が○○高校の○○校舎改修
工事における①不具合原因
②グランド土壌汚染（フッ
素・鉛）の存在の　”事実
“を東京都が保護者説明会を
３回開催し、東京都が作成、
交付した資料（公文書）・同
議事録（公文書）で”事実
“を秘匿して虚偽の説明をし
て、その後”事実“を隠ぺい
した行政運営を把握していた
か？　把握していなかった事
を証明する全ての”証拠“と
なる公文書とは何か？
（２）前１～３までの全ての
事案につき貴部局長、部長及
び次長が所属職員及び他関係
部局との間で協議・検討等し
た組織共用文書及び何等かの
意思形成過程及び意思決定過
程にある公文書とは何か？

（３）前１～３までの全ての
事案につき決裁文書とは何
か？
以上全ての　”事実“を証明
する”証拠“資料等の全て

2 R2.4.14 R2.4.22

警察庁の公務について、過去
六か月の交換業務、公文書情
報公開担当課公務員、広報広
聴室等の担当課公務員公務、
出勤簿
公開、交換手、苦情相談担
当、責任者の妨害も多発させ
た警視総監等の責任者も含め
て前記同様の公文書

1
警視庁及び警視庁の公務について、請求に係る文書
を知事部局において作成及び取得しておらず、存在
しないため

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

R2.4.15R2.4.2 1
請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在

しない。

生活文化局広
報広聴部情報

公開課
1
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3 R2.4.8 R2.4.22

渋谷署の　当直記録、及び
過去二か月のパトカーの運行
記録を開示されたい。また渋
谷署長の経歴書、各署員の宣
誓書

1
請求に係る文書は知事部局において作成及び取得し
ておらず、存在しないため

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

4 R2.4.8 R2.4.22

渋谷署の春の交通安全運動期
間の令和２年４月９日から10
日の歩行者等に危険な交差点
内に違法行為を長時間犯して
取締りをしない警視庁の全署
の当直日誌

1
請求に係る文書は知事部局において作成及び取得し
ておらず、存在しないため

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

5 R2.4.8 R2.4.22

警視庁及び渋谷署の春の交通
安全運動の令和２年４月10日
深夜から11日の早朝、交差点
内で違反タクシーの脇に二重
駐車をして、ユーチューブカ
メラで撮影していた。取締り
の急訴記録、当直日誌

1
請求に係る文書は知事部局において作成及び取得し
ておらず、存在しないため

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

6 R2.4.16 R2.4.24

特定非営利活動法人○○の平
成○年○月○日付設立認証申
請書類のうち「役員名簿」
「設立総会議事録」「就任承
諾及び誓約書」及び「定款」

14 1

（7条2号）
個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
（7条3号）
報酬の有無は、法人の事業活動を行う上での内部管
理に属する事項に関する情報であり、公にすること
により、法人の競争上又は事業運営上の地位が損な
われるため
（7条4号）
公にすることにより、偽造等の犯罪の予防に支障を
及ぼすため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

7 R2.4.16 R2.4.24
特定非営利活動法人○○が解
散を議決した理事会及び総会
の議事録及び添付資料の全て

1
請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得し
ておらず、存在しない。

生活文化局都
民生活部管理
法人課


